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１ 本事業について，本県における予算措置については検討中であり，現時点で

の事業実施は未定です。 

 

 

２ 本県において事業を実施することとなった場合であっても，国予算を超える

事業計画の提出があった場合，国により国予算の範囲内での支給の調整が行

われます。本調査への事業計画の提出をもって給付金支給を確約するもので

はございません。 

 

 

３ 今回活用希望調査に対し，提出期限までに事業計画の提出がない場合には，

本事業の給付対象外になります。本事業の活用を希望する場合は，必ず期限

までに事業計画の提出をお願いします。 

 

 

４ 本事業の給付要件にある令和７年度中に施設整備に係る本体工事の契約を

締結していることを確認するため，本体工事の契約書の写しも提出ください。 

 

 

５ 補助金の支給時期等によっては補助対象の施設整備の期間及び整備面積に

ついて調整を行う可能性があります。 

 

 

６ 本事業では，別紙「施設整備促進支援事業実施要綱」の別表１，２，３に該

当する施設の整備に関する事業が交付対象となりますが，事業によって新築，

増改築，改修といった工事内容の対象が異なります。 

 

 

７ 令和７年度に別紙１～３の各事業を利用せずに施設整備を行った場合も，交

付要件に該当する場合は，本事業の支給対象となります。 


